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「法学を体験して学ぶ
―法学部における模擬裁判、
模擬検察審査会の実践から」

平山真理（白鷗大学）
7/30/2023

日本学術会議公開シンポジウム
「市民性涵養と法教育

―現場と法学教育の連携から考える」

体験型法学教育？
筆者が近年行った試みの例

1. 法学部専門科目「専門特講Ⅰ（刑事模擬裁判）」における模擬裁判の実施
（2023年7月18・25日実施）30名の受講者を2グループに分け、殺人未遂事件
で①自白事件、②否認事件で模擬裁判を行った。

2. 専門ゼミナールで実施した模擬検察審査会（2023年2月10日実施）。
3. 模擬少年審判を通して少年法改正問題を考える企画（2022年2月10日実施）＊

聴衆は入れずに、オンラインで配信。
4. 刑事政策特別講義「「付添犬～裁判所に行く子どもに付き添う犬～」飛田桂弁

護士（神奈川県弁護士会）によるオンライン講演後、学生は教室から画面越し
に飛田弁護士に質問。（2022年1月26日実施）

5. 刑事訴訟法特別講義「アメリカ人法学者による日本の刑事裁判の考察」＊海外
の法学者と結ぶ（2021年7月15日）＊ワシントン州シアトルにおられる
Lawrence Repeta先生による講義。学生は画面越しにRepeta先生に質問した。

6. Zoom模擬陪審裁判の実施（2021年2月12日実施）完全オンライン開催。高校
生も参加してくれた。結審後、参加者はブレイクアウト・ルームに分かれて評
議し、評決を出した。「7」のディベートの結果、陪審制度派のゼミ生が増え
たことが本企画実施の背景にある。

7. 陪審制度vs. 裁判員制度のディベート（2020年10月27日）。ハイブリッド開
催。

8. 刑事訴訟法特別講義「裁判員制度の現状と課題について四宮啓先生、西村健弁
護士に聞く」（2020年7月2日実施）オンライン実施。学生は事前に質問を準
備して、両先生に聞く。

9. Zoom模擬裁判員裁判（2020年9月23日）＊初のオンライン模擬裁判への挑戦
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模擬裁判準備過程の一例
ストーリー

（事案）の作
成 人物設定

（キャラク
ターの設

定）

模擬裁判の台本の
作成＆書面の準備

模
擬
裁
判
本
番学生に自由に創作し

てもらう。ヤングケ
アラーの被告人、
SNS上のトラブルに
端を発する事件、性
犯罪における「同
意」の位置づけ等、
学生にとって関心の
高いテーマが素材と
なることが多い。
「昔話」を事案にす
ることも。

各自分担して準備を
進めながら…

・裁判傍聴
・刑事施設等見学
・映画やドキュメン
タリー等の視聴
・刑事司法に係る問
題の専門家の特別講
義を受講。（弁護士、
元検察官、保護観察
官、精神保健福祉士、
小説家、映画監督、
被害経験者c.)

・類似する事件の判
例を調べながら、台
本を完成させていく。

各学生が担当する役割
についてかなり細かな
キャラクター設定を
行ってもらう。学生が
法曹や司法に対して抱
いているイメージや期
待をうかがい知ること
もできる。

・公開で行う。
・弁護士等の専門家にコメン
テーターをお願いする。
・裁判員役は当日傍聴者から飛
び入りでお願いすることも。
・被告人及び被害者は演劇部の
学生に客演をお願いすることが
多い。

・判決は傍聴者の投票で決める。
（「講義」の一環として模擬裁判を
行う場合はとくに、時間的制約があ
り、模擬「評議」をフルで行えない
ことが悩み。

法曹について具体的なイメー
ジだけでなく、法律家が社会
においていかなる役割を果た
すべきか、という議論につな
がることも多い。

模擬裁判を通して、「体験」して刑事法を学ぶ
ことで得られる効果は？（教員側から見て）
• 報告者が実践している模擬裁判は、法学部教育において、刑事手続や司
法制度について基本的知識を得ることに重点を置いている。

• しかし、その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体
験することで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。
エピソードその①
「刑事手続における被害者」の位置づけについて多角的な検討
が可能となったのではないか。

2023年7月18日に実施した模擬裁判（殺人未遂被告事件：自白事件）では、被
害者が「心情等の意見陳述」（刑訴法292条の2）を行うことを希望し、そこで
「宥恕の意見」を述べることとなった。
被害者が厳罰感情を陳述することを期待していた検察官役の学生はこれに反発
した。ここから、被害者と検察官の利害が常に一致するわけではないこと、ま
た刑事訴訟において被害者は「当事者」ではないこと、さらに「公益の代表
者」としての検察官の位置づけについて議論が展開した。
また、学生らは「もしこれが否認事件で、被害者が処罰感情を述べたらどうな
るのか？」について議論し、手続二分論についても考察を深めてくれたのでは
ないかと期待する。
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模擬裁判を通して、「体験」して刑事法を学ぶこ
とで得られる効果は？（教員側から見て）

その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体験するこ
とで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。

エピソードその②
「自分の中の『隠れた偏見』の存在」（そしてそれが裁判
に与え得る影響についても）考える機会となったのではな
いか？

2023年7月25日に実施した、模擬裁判（殺人未遂被告事件：否認事件）にお
いて、被告人役の学生が、最終陳述（刑事訴訟法規則211条）において、「こ
のような曖昧な証拠しかないのに、有罪になるのであれば、司法は信用でき
ないではないか」とする趣旨の意見を述べた。判決は傍聴者（学生）の投票
により、有罪となった（懲役4年）。
被告人の発言を聞いて、被告人は「反省していない」と考え、そのことも一
因となって有罪に票を投じた学生も数名存在したことが判明した。後に、
「反省していないから、有罪」という思考経路に至ったことを自己反省する
とともに、そのことの危うさを振り返える学生もいた。

模擬裁判を通して、「体験」して刑事法を学ぶこ
とで得られる効果は？（教員側から見て）

その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体験するこ
とで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。

エピソードその③
刑事裁判における証明のハードル「合理的な疑いを差し挟
む余地がない程度に確からしい」をどう説明するか。検察
側と弁護側でそれぞれ工夫をして、裁判員や陪審員にどの
ように理解してもらうのか、検討を重ねた。相手に理解し
てもらうためには、まず自分が理解していることが不可欠
であり、その結果より深い理解につながったと思われる。

「刑事裁判における有罪の認定に当たっては，合理的な疑いを差し挟む余地
のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がない
というのは，反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではな
く，抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地が
あっても，健全な社会常識に照らして，その疑いに合理性がないと一般的に
判断される場合には，有罪認定を可能とする趣旨である。」（最高裁平成19
年10月16日判決：刑集第61巻7号677頁）
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模擬陪審裁判（オンライン）における検察官による論告
2021年2月12日実施

模擬陪審裁判（オンライン）における弁護人による最終弁論
2021年2月12日実施
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模擬裁判を通して、「体験」して刑事法を学ぶこ
とで得られる効果は？（教員側から見て）

その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体験するこ
とで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。

エピソードその④
裁判官・裁判員役の学生は、どのような「説諭」を行
うか、いくつかのパターンを話し合う（裁判員からの
メッセージである、というかたちで裁判⾧が伝える）。

模擬裁判では、判決は、傍聴者による投票で決めることにして
いる。従って、裁判体を構成する学生らは、自白事件では「実
刑ヴァージョン」、「執行猶予付判決ヴァージョン」、否認事
件では「有罪の場合」にどのような説諭を行うか、を検討した。
さらに、「無罪」判決の場合にも、裁判⾧が説諭を行うことは
あり得るのか？という議論に展開した。

模擬裁判を通して、「体験」して刑事法を学ぶこ
とで得られる効果は？（教員側から見て）
しかし、その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体
験することで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。
エピソードその⑤
今年度は初めて、模擬裁判参加後に、裁判の「その後」を
考えるレポートを課した。（事件の発生～被告人の社会復
帰・更生までを考える）

2023年7月18日・25日に実施した模擬裁判（自白事件と否認事件）は両
方とも有罪判決となった。模擬裁判に参加した学生には、判決言い渡し
の「その後」を考えてもらう課題を出している。
・自白事件（懲役2年執行猶予4年）では、被告人が被害者（祖父）とど
のように関係を修復し、社会復帰に向けて、問題を自分一人で抱え込ま
ずに、他の力をうまく借りること、就職できるか等が課題になるであろ
うと学生らは認識しているようである（被告人の努力だけでなく、社会
の側が「受け皿」をどう整備していくか）
・否認事件（有罪、懲役5年）では、被告人が上訴するのか、判決確定後
は再審を請求するのか、また被告人がどのような施設内処遇を受けるの
か、出所後の社会内処遇は？について論じる必要があると学生らは認識
しているようである。



2023/7/30

6

模擬検察審査会を通して、「体験」して刑事法を
学ぶことで得られる効果は？（教員側から見て）
その過程において各々の役割を通して刑事手続を見る（疑似体験
することで）、理解が深まる点が多いと見受けられる。
エピソードその⑥模擬検察審査員の構成を決める際に、高
校生が参加することの意義、さらに審査員のジェンダー構
成についても学生らは活発に議論した。

2022年4月1日から、裁判員や検察審査員になることができる年齢
が「18歳以上」に引き下げられたことから、検察審査員に高校生を入
れる案が学生から出され、高校生が意見を言いやすくする雰囲気をど
のように作るかの検討も重ねられた。
さらに、11人で構成される模擬検察審査会のうち、「ノンバイナ

リージェンダー」の登場人物を数名入れる方が自然である、との意見
が学生の方から出された。（⇒法律問題に限らず、広く社会の中にある
様々な課題を自発的に考える姿勢が涵養されたと言える）

＊ちなみに、模擬検察審査会では、市民（審査員）が司法に参加する
ことはそもそも歓迎すべきことなのかについても、模擬審査員たちが
様々な意見を出す場面も盛り込まれた。

模擬検察審査会（2023年2月10日実施）
立ち上がって宣誓する11人の模擬検察審査員
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ご清聴ありがとう
ございました。

平山 真理（白鴎大学）


